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福祉・介護人材の処遇改善事業助成金キャリアパス要件等の届出について 

 

                   京都府健康福祉部障害者支援課  

 

 福祉・介護人材の処遇改善助成金につきましては、平成２２年１０月サービス提供分

から、キャリアパスに関する要件及び平成２１年報酬改定を踏まえた処遇改善に関する

定量的要件が追加されます。キャリアパス要件等の適合状況は、事業者からの届出によ

り確認するとともに、適合状況により交付率が低減されることとなります。 

つきましては、下記事項にご留意の上、期限までにキャリアパス要件等届出書を提出

してください。 

 

記 

 

１ 提出書類 

 (1) キャリアパス要件等届出書                 （別紙様式６） 

(2) 福祉・介護職員処遇改善事業助成金対象事業所一覧表（キャリアパス要件等届出） 

 （別紙様式６（添付書類１）） 

(3) キャリアパス要件に係る添付資料   

（別紙「キャリアパス要件 添付資料整理表」参照） 

 

※ (2)は、複数事業所一括で承認を受けている法人のみ提出してください。 

※ (3)については、別紙「キャリアパス要件 添付資料整理表」を参考に、該当する

資料を提出してください。 

 

２ 作成方法 

 記載例を参考に、承認申請単位で作成してください。 

  

３ 適合状況による助成金の減算率 

 ① キャリアパス要件、定量的要件ともに満たす場合        減算なし 

 ② キャリアパス要件のみを満たさない（Ⅰ、Ⅱとも非該当）場合  １０％減算 

 ③ 定量的要件のみを満たさない場合               １０％減算 

 ④ キャリアパス要件、定量的要件ともに満たさない場合      ２０％減算 

 ※届出が行われない場合は２０％減算 
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４ 提出方法及び提出部数 

  原則として、郵送とします。 

封筒に「キャリアパス要件等届出書在中」と朱書の上、下記へ１部送付してくだ

さい。 

      提出先（平成２２年度事業承認申請時と同じ） 

(１) 京都市内の助成金対象事業者 

  〒602-8570 京都府健康福祉部障害者支援課福祉サービス担当 

（住所記載不要） 

       （２）京都市以外の助成金対象事業者：管轄の各保健所(別紙のとおり) 

  

５ 提出期限 

 (1) 平成２２年９月までに承認を受けた助成金対象事業者 

平成２２年９月３０日（木）（※消印有効） 

 

 (2) 平成２２年１０月１日以降に承認申請を行う事業者 

承認申請日（承認申請と同時に提出） 

 

６ 留意事項 

 (1) 上記期限を過ぎても届出が行われない場合は、キャリアパス要件等を満たさない

ものとして助成金の額が決定されます。 

(2) 上記期限を過ぎてからキャリアパス要件等を満たす旨の届出が行われた場合、届

出日の翌月以降提供の障害福祉サービスに関する助成金の額に届出内容が反映され

ます。 

(3) 届出後にキャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合は、変更の届

出が必要です。変更内容は、変更届出日の翌月以降提供の障害福祉サービスに関す

る助成金の額に反映されます。詳しくは、障害者支援課福祉サービス担当

（075-414-4596）までお問い合わせください。 

(4)  福祉・介護人材の処遇改善事業助成金につきましては、福祉・介護職員の賃金改善に

要する費用以外の費用に充ててはならないこととされておりますので、定量的要件に計

上した費用に充てることはできません。 



「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金キャリアパス要件等届出」の提出先について 

 

 京都市内の助成金対象事業者については、京都府庁において、京都市以外の市町村の助成金対象

事業者については、所管する保健所（広域振興局健康福祉部）福祉室へ郵送(提出)願います。 

 

 

＜京都府庁及び各保健所の所在地等＞ 

 

受 付 窓 口 所    在    地 

京都府健康福祉部障害者支援課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

      TEL 075-414-4596      FAX 075-414-4597 

乙訓保健所（山城広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒617-0006 向日市上植野町馬立８ 

      TEL 075-933-1154         FAX 075-932-6910 

山城北保健所（山城広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒611-0021  宇治市宇治若森７の６ 

   TEL 0774-21-2193         FAX 0774-24-6215 

山城南保健所（山城広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒619-0214 木津川市木津上戸１８－１ 

      TEL 0774-72-0208         FAX 0774-72-8412 

南丹保健所（南丹広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒622-0041  南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ 

   TEL 0771-62-0361         FAX 0771-63-0609 

中丹西保健所（中丹広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒620-0055  福知山市篠尾新町１丁目９１番地 

   TEL 0773-22-5766        FAX 0773-22-4350 

中丹東保健所（中丹広域振興局 

        健康福祉部）福祉室 

〒624-0906 舞鶴市倉谷村西１４９９ 

   TEL 0773-75-0856         FAX 0773-76-7746 

丹後保健所（丹後広域振興局     

       健康福祉部）福祉室 

〒627-8570  京丹後市峰山町丹波８５５ 

      TEL 0772-62-4302         FAX 0772-62-4368 

 

＜各市町村の所管保健所＞ 

 

保 健 所 市     町     村 

乙 訓 保 健 所       向日市、長岡京市、大山崎町 

山城北保健所       宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 

山城南保健所       木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 

南 丹 保 健 所       亀岡市、南丹市、京丹波町 

中丹西保健所       福知山市 

中丹東保健所       舞鶴市、綾部市 

丹 後 保 健 所       宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

 


